
 

【サポート内容の説明】 

 

改正法施行に係る内容問い合わせなども含まれますが、法施行後に確認申請を行うこと

を前提に図書等を作成し始めている具体的な建築計画に係る相談を受けます。 

 

 

■申請図書関係 

（1）新たに添付が必要となる図書等の種類及び記載方法（建築基準法関係） 

（2）新たに添付が必要となる図書等の種類及び記載方法（建築物省エネ法関係） 

（3） 完了検査時に提出が必要となる監理状況書類等の準備方法 

 

■構造関係 

（1）壁量計算等の改正概要 

（2）設計支援ツールの参照方法・使用方法 

（3）経過措置 

 

■省エネ関係 

（1）省エネ適判の手続方法 

（2）仕様基準によるチェック方法・記載方法 

（3）省エネ計算の種類と特徴 

（4）外皮計算シート・Web プロの参照先・入力方法 

（5）省エネ住宅ローン減税の申請書の記載方法 

 

 

〇 本サポートはコンサル業務としての関与や確認審査業務の一部を担うものでは あり

ません。法への適否は確認申請先にて確認・相談して頂くことになります。 

 

〇サポートに関する簡単なアンケートへの協力をお願いします（任意）。 


